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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  ﾆﾎﾝｻﾞﾙ、ﾆﾎﾝｼﾞｶ、ｲﾉｼｼ、ｱﾗｲｸﾞﾏ、ﾊｸﾋﾞｼﾝ、 

ｱﾅｸﾞﾏ、ﾀﾇｷ、ｶﾗｽ 

 計画期間   令和５年度～令和７年度 

 対象地域  愛川町（全域） 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和３年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

ニホンザル 

ニホンジカ 

イノシシ 

アライグマ 

ハクビシン 

アナグマ 

カラス 

その他鳥類 

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ、ｼﾛｳﾘ 

ﾀﾞｲｺﾝ 

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ、ﾀｹﾉｺ等 

ｶｷ等 

ｲﾁｺﾞ、ﾄﾏﾄ等 

ｴﾀﾞﾏﾒ 

ｷｭｳﾘ 

 

117千円     3a 

17千円    1a 

651千円    30a 

1千円     1a 

735千円    47a 

12千円   0.2a 

3千円    0.5a 

5千円     1a 

 

（２）被害の傾向 

・ニホンザル 

→被害は依然として多く、住宅地周辺にハナレザルが出没し、被害を出

すことが多い。 

群れに関しては、畑の作物が多い夏季や、住宅地周辺の放棄果樹（ユ

ズ）が実る冬季に出没が多くなっている。 

・ニホンジカ 

→被害は少ないが、近年では河川を生息域とするなど出没エリアが拡大

しており、水稲の苗の食害や稲の踏み荒らし等の被害が発生している。 

・イノシシ 

→被害は農業被害・生活被害ともに増加傾向にあり、農業被害について

は、水稲やタケノコ、サツマイモなどの食害が多く、特に水稲について

は、河川敷に生息するイノシシにより被害が発生している。 

また、生活被害については、住宅敷地内の掘り起こしが多く、住宅地

周辺のタケノコや栗などがイノシシを誘引する原因であることが多い。 

さらに、今までに被害のない地域から報告が寄せられていることから、

生息エリアの拡大や個体数の増加に加えて、人慣れが進んできている可

能性が高く、今後は人身被害の発生が懸念される。 

・アライグマ等の小型獣 

→被害は依然として多く、農業被害については夏季のトウモロコシやト
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マト、秋季のラッカセイなどの被害が多く、町内全域で被害が発生して

おり、市街地の農地であっても、作付けには防除対策が必要である。 

生活被害では、アライグマ、ハクビシンによる住宅侵入や糞尿被害、

アナグマによる庭への穴掘り被害が発生している。 

・カラス 

→一部の地域で被害が多くなっており、ラッカセイやキュウリなどの食

害が多い。 

また、対策が普及していないため、被害が増加傾向にある。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

農作物の被害額 1,541千円 1,078千円 

農作物の面積 0.84ha 0.58ha 

被害減少率 - 被害金額、被害面積 

とも３０％以上削減 

※農作物の被害額については、被害に対する諦めから被害に遭っても報告をし

ない方が多く、実際の被害額との差異が生じている。今後、対策が進むこと

で地域住民の鳥獣対策に対する意識が高まり、被害報告件数が増えることで

被害額が増加することも予想される。 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等

に関す

る取組 

 

 

○ニホンザル 

神奈川県ニホンザル管理計画

に基づき「箱わな」による個体

数調整を実施 

 

○ニホンジカ 

神奈川県ニホンジカ管理計画

に基づき、愛川町有害鳥獣対策

実施隊が「銃器」による個体数

調整を実施 

神奈川県猟友会愛甲郡支部等

の協力により「くくりわな」に

よる個体数調整を実施 

被害個所において町職員がICT

を活用した「くくりわな」、「

箱わな」、「囲いわな」による

捕獲を実施 

ニホンザルについては、群れの行

動域が複数の行政区域に及ぶた

め、捕獲実施期間に群れが町内に

存在しないことが多い。 

 

ニホンジカ・イノシシについては

銃器による捕獲が困難な地域（河

川や民家周辺、急傾斜地）におけ

る被害が多くなっている。 

また、銃器以外では、くくりわな

による捕獲が中心であるが、１基

１頭の捕獲効率に対し、わなの設

置場所の選定や見回りといった

負担が大きいことから、地域住民

によるわなの見回りや捕獲後の

個体処分などについて、協力体制

の整備が必要である。 
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○イノシシ 

愛川町有害鳥獣対策実施隊が

「銃器」による捕獲を実施 

神奈川県猟友会愛甲郡支部等

の協力により「くくりわな」に

よる捕獲を実施 

被害個所において町職員がICT

を活用した「くくりわな」、「

箱わな」、「囲いわな」による

捕獲を実施 

 

○小型獣（アライグマ、ハクビ

シン等） 

アライグマについては、神奈川

県アライグマ防除実施計画に

基づき町職員及び捕獲届出者

が「箱わな」による捕獲を実施 

ハクビシン等については、被害

個所において町職員及び捕獲

許可取得者が「箱わな」による

捕獲を実施 

 

○カラス 

被害個所において町農政課職

員が「カラストラップ」による

捕獲を実施 

実施隊の活動は大型獣の巻き狩

りが中心であることから、本来の

活動内容に比べて限定的となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

小型獣については、近年、捕獲頭

数が多く、生息域の拡大に伴う被

害増加が懸念される。 

また、地域住民及び耕作者に対し

鳥獣対策の正しい知識（防除対策

と併せた捕獲）の習得が進んでい

ないため効果的な対策につなが

っていない。 

 

 

 

「カラストラップ」による捕獲を

実施しているが、設置場所の検討

やトラップの管理といった作業

負担が多いため、導入後から現在

まで捕獲に至っていない。 

 

対策が進んでいない鳥類（スズメ

、キジなど）による被害が増加傾

向である。 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

町で依頼するサル移動監視員

（２人）による群の把握及び追

い払いを実施 

出没状況によって町職員によ

る追い払いの実施 

パチンコ等の追い払い道具の

貸し出し及び追い払い用煙火

やロケット花火などの追い払

地域住民による追い払い活動が

進んでいないため、地域住民を見

てもサルが逃げない。 

追い払いに対する住民理解が進

んでいないため、早朝から煙火を

使用した追い払いができない。 

ハナレザルの出没が多くなって

いるが、発信機個体ではないため、
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い資材の配布を実施 

 

広域獣害防止電気柵の設置 

平成１６年度     814m 

平成１９年度     432m 

平成２０年度     952m 

平成２１年度   1,662m 

平成２２年度    681m 

平成２３年度    400m 

平成２４年度    347m 

平成２５年度    179m 

設置総延長    5,467m 

 

獣害防除柵等設置費補助金 

平成２６年度    10件 

平成２７年度     7件 

平成２８年度     5件 

平成２９年度    14件 

平成３０年度    16件 

令和元年度     11件 

令和２年度     41件 

令和３年度     24件 

 

獣害防除柵等設置費補助金につ

いては、Ｈ２６から補助率の引

き上げや複数農地にまたがる

電気柵に対する補助等に拡大 

獣害防除柵の普及促進のため、

町有害鳥獣対策協議会による

簡易電気柵の貸し出しを実施 

 

町職員による被害現場での捕

獲と併せた防除対策について

の助言及び普及啓発の実施 

サル移動監視員が確認できない。 

 

広域電気柵の点検管理を町農政

課職員が中心となって実施して

いるが、職員だけでは管理が不十

分となっている。 

広域電気柵の開口部から獣が出

入りするケースが多い。 

 

住宅地に点在する農地の防除対

策が進んでおらず、農作物被害に

加えて、住宅の庭を荒らされるな

どの生活被害も発生している。 

 

非農家の方が多くなってきてお

り、簡易電気柵などの被害防除対

策への投資に消極的である。 

行政と

地域が

協力し

て実施

する取

一部の地域をモデルとして、町

有害鳥獣対策協議会による地

域ぐるみの鳥獣害対策支援を

実施 

・集落環境調査による被害状況

地域ぐるみの鳥獣害対策の支援

を行っているが、参加者の大半が

地域の役員であり、対策の定着に

は時間を要する。 

このことから引き続き地域の会
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組 の把握 

・地域検討会による対策内容の

検討 

・放棄果樹収穫等の集落環境整

備の実施 

・簡易電気柵の効果検証の実施 

・被害防除対策講習会の実施 

合等に出向き、鳥獣害対策につい

て意見交換等を行うことで、地域

との連携を深める必要がある。 

 

（５）今後の取組方針 

今後は地域と行政が協力しながら被害防止対策を進めることを目指し、町

及び農協、愛川町有害鳥獣対策協議会により、地域が取り組む対策の支援

体制を充実させていくとともに、地域住民及び耕作者が主体となる薮刈り

や放任果樹の除去などの環境整備、広域電気柵の管理や、簡易電気柵の設

置等の各種防除対策や加害個体の捕獲が実施できるよう、各地域に出向き

説明会及び研修会、集落環境調査を行い、根本的な鳥獣被害の原因把握や

対策についての合意形成を行う。 

また、行政による支援後は、鳥獣害対策への積極的な参加や地域における

鳥獣害対策を地域活動として位置付けるほか、地域が取り組む対策に対し、

各種支援が行えるよう補助制度の検討を行う。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

・ニホンザル 

 業務委託による「箱わな」での捕獲を行う。 

・ニホンジカ 

 愛川町有害鳥獣対策実施隊による「銃器」での捕獲を行う。 

 神奈川県猟友会愛甲郡支部による「くくりわな」での捕獲を行う。 

 町職員によるICTを活用した「くくりわな」、「箱わな」、「囲いわな」

での捕獲を行う。 

・イノシシ 

 愛川町有害鳥獣対策実施隊による「銃器」での捕獲を行う。 

 神奈川県猟友会愛甲郡支部による「くくりわな」での捕獲を行う。 

 町職員によるICTを活用した「くくりわな」、「箱わな」、「囲いわな」

での捕獲を行う。 

捕獲補助者制度等を利用し地域住民が主体となったわな捕獲を行う。 

・小型獣（アライグマ、ハクビシン等） 

町職員による「箱わな」での捕獲を行う。 

 捕獲許可取得者による「箱わな」での捕獲を行う。 

・カラス 
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 町農政課職員による「カラストラップ」での捕獲を行う。 

 業務委託による、捕獲を検討する。 
 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和５～

７年度 

ｲﾉｼｼ 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 

ｱﾗｲｸﾞﾏ 

ﾊｸﾋﾞｼﾝ 

ｱﾅｸﾞﾏ 

ｶﾗｽ 

ﾀﾇｷ 

愛川町有害鳥獣対策実施隊を活用し、捕獲従事者の

担い手育成に努める。 

 

アライグマやハクビシンなどの小型獣については、

講習会や町広報誌などで効果的な捕獲方法の普及促

進を図り、効率的に個体数を減少させていく。 

 

カラスの捕獲については、高い捕獲技術や大量のエ

サが必要なことから、被害状況によっては、専門業

者への委託も検討する。 

 

ニホンザルのうち複数の行政区域を行動範囲とする

群れについては、捕獲効率を高めるため、市町村間

で実施時期を合わせるなど、連携を図る。 

また、近年、ハナレザルの出没が多くなっているた

め、人里に執着した加害個体が現れた場合には捕獲

について検討する。 

神奈川県ニホンザル管理計画の改定内容によっては

、除去対象群の捕獲が可能になるため、必要に応じ

囲いわなの導入を検討する。 

 

イノシシについては、近年、被害が増加傾向にあり、

個体数の増加及び人慣れが進んでいる可能性が高い

ことから、愛川町有害鳥獣対策実施隊の銃器捕獲と

併せて、捕獲従事者の増員や地域住民による捕獲活

動への協力などのわな捕獲体制の整備を検討する。 

また、捕獲体制の整備状況を踏まえ、わなを随時追

加するとともに、捕獲補助者制度を利用したわなの

貸し出しや購入費補助、狩猟免許取得補助等につい

ても検討する。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

神奈川県鳥獣保護管理事業計画及び特定鳥獣管理計画（ニホンジカ・ニホ

ンザル）等を踏まえ、適切に捕獲を実施していく。 
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・イノシシ 

近年、イノシシによる掘り起こし等が増え、農作物への被害も多く発生し

ているほか、昼間の目撃情報もあり、人身被害についても懸念されること

から、被害地での捕獲を中心に、行動域内において積極的な捕獲を実施す

る。 

・ニホンジカ 

神奈川県ニホンジカ管理計画に基づき捕獲を実施する。 

・ニホンザル 

神奈川県ニホンザル管理計画に基づき捕獲を実施する。 

・アライグマ 

神奈川県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマの根絶を目指す。 

・ハクビシン、アナグマ及びタヌキ 

年々被害が増加傾向にあるため、被害箇所での捕獲の他、出産時期の前に

市街地を中心に一斉捕獲を行うなどにより、人間との住み分けができるま

で捕獲する。 

・カラス 

カラスについては、年々被害が増加傾向にあるため、被害軽減が図れる範

囲での捕獲する。 

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

イノシシ 捕獲数４０頭 捕獲数４０頭 捕獲数４０頭 

ニホンジカ(※1) 捕獲数５０頭 捕獲数５０頭 捕獲数５０頭 

ニホンザル(※2) 捕獲数１２頭 捕獲数１２頭 捕獲数１２頭 

アライグマ 捕獲数６０頭 捕獲数６０頭 捕獲数６０頭 

ハクビシン 捕獲数３０頭 捕獲数３０頭 捕獲数３０頭 

アナグマ 捕獲数２０頭 捕獲数２０頭 捕獲数２０頭 

タヌキ 捕獲数４０頭 捕獲数４０頭 捕獲数４０頭 

カラス 捕獲数１０羽 捕獲数１０羽 捕獲数１０羽 

※１ ニホンジカの捕獲頭数は、毎年度策定する神奈川県ニホンジカ管理事業 

実施計画に基づき定める。 

※２ ニホンザルの捕獲頭数は、毎年度策定する神奈川県ニホンザル管理事業 

実施計画に基づき定める。 

 

 捕獲等の取組内容 

イノシシについては、「銃器」、「くくりわな」、「箱わな」、「囲いわな

」による方法を基本とし、引き続き効率的な捕獲方法についても研究してい

く。 

ニホンジカについては、「銃器」もしくは「くくりわな」による方法を基本
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とする。 

ニホンザルについては、個体調査が必要であるため、「箱わな」を利用した

捕獲に加えて、「囲いわな」による捕獲も検討していく。 

アライグマ及びハクビシン等については、「箱わな」を利用した捕獲とする。 

カラスについては、「カラストラップ」を基本とし、被害状況に応じて「銃

器」を使用した捕獲についても検討する。 

なお、各捕獲場所については、町内で被害の発生した場所を中心として行う

予定であるが、前年度実績等を考慮し、予察捕獲も検討していく。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

農作物及び人身被害を防止するため、各種防除柵やわなの設置、及

びライフル銃以外の猟銃等を利用した駆除を実施しているが、依然

として被害が多いことから、他の銃より有効射程距離が長い、（遠

くの目標に威力の高い弾丸を正確に当てることが可能な）ライフル

銃を使用することで、より効果的な捕獲を行う。 

また、ライフル銃を使用した管理捕獲は、加害個体が生息する山林

にて年間を通じ実施し、銃の使用にはバックストップの確認などの

安全管理を徹底する。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

 該当なし 

 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

イノシシ 

 

ニホンジカ 

 

ニホンザル 

各種防除対策の結

果、広域獣害防除

柵による効果が明

確である箇所につ

いて、必要な種類

の防護柵を必要な

距離で地域と協議

し地域住民による

設置を検討する。 

各種防除対策の結

果、広域獣害防除

柵による効果が明

確である箇所につ

いて、必要な種類

の防護柵を必要な

距離で地域と協議

し地域住民による

設置を検討する。 

各種防除対策の結

果、広域獣害防除

柵による効果が明

確である箇所につ

いて、必要な種類

の防護柵を必要な

距離で地域と協議

し地域住民による

設置を検討する。 
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（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和５～

７年度 

ｲﾉｼｼ 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 

ｱﾗｲｸﾞﾏ 

ﾊｸﾋﾞｼﾝ 

ｱﾅｸﾞﾏ 

ﾀﾇｷ 

講習会等により、野生生物の習性と効果的な対策に

ついて徹底した周知を行うほか、電気柵の貸し出し

や現在、取り組んでいる地域ぐるみの鳥獣害対策支

援を他の地域で実施するなどし、被害防除対策の普

及促進を図る。 

 

鳥獣害対策を町内会活動として位置付け、放棄果樹

の除去や薮刈りなどの環境整備のほか、ニホンザル

の追い払いや獣害防除柵の設置など、自発的に対策

を行う体制の構築を検討する。 

 

地域住民が主体となって取り組む鳥獣害対策を普及

促進させるため、補助制度の見直しや新たな支援制

度の整備を検討する。 

 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

愛川町 関係機関連絡調整のほか、住民への注意喚起、

現地調査、対策を講じる。 

神奈川県県央地域県政総合

センター環境部環境調整課 

情報の共有 

厚木警察署 住民の安全確保 

愛川町有害鳥獣対策実施隊 町の指示により行動する。 

神奈川県猟友会愛甲郡支部 町及び有害鳥獣対策実施隊に協力する。 

 

（２）緊急時の連絡体制 

町民等→愛川町→県央地域県政総合センター環境調整課 

       →厚木警察署 

       →愛川町有害鳥獣対策実施隊 

       →神奈川県猟友会愛甲郡支部 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

１ アライグマ等の小型動物 

焼却処分を基本とするが、止めさし後、捕獲者が有効利用することを妨げ

ない。 
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２ ニホンザル 

神奈川県ニホンザル管理計画参考資料に基づき処分する。 

３ ニホンジカ等の大型動物 

捕獲した鳥獣については、捕獲現場での埋却を基本とするが、捕獲者が有

効利用することを妨げない。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項  

捕獲等をした対象鳥獣の有効活用については、本町の捕獲頭数が少ないこ

とに加えて、ジビエとして活用できるのは、わずか１割程度しか見込めな

いことから、地域資源として有効に活用することは難しいと考える。 

 

８．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 愛川町有害鳥獣対策協議会 

構成機関の名称 役割 

愛川町農業委員会 被害調査書の配布及び回収、鳥獣被害

対策指導 

愛川町区長会 情報提供、鳥獣被害対策指導 

協議会参画地域 鳥獣出没状況把握、情報提供、被害調

査書の配布、鳥獣被害対策指導 

神奈川県猟友会愛甲郡支部 生息状況調査、有害鳥獣の捕獲、愛川

町有害鳥獣対策実施隊員の推薦、狩猟

後継者の確保及び育成、鳥獣被害対策

指導 

愛川町森林組合 山林内における獣類目撃情報の提供、 

愛川町有害鳥獣対策実施隊員の推薦、

鳥獣による森林被害調査及び対策、鳥

獣被害対策指導 

県央愛川農業協同組合 鳥獣被害情報の取りまとめ、被害調査

書の配布及び回収、愛川町有害鳥獣対

策実施隊員の推薦、鳥獣被害対策指導 

 

愛川町 鳥獣被害情報の取りまとめ、被害調査

書の配布及び回収、鳥獣被害対策講習

会の実施、鳥獣被害対策支援、鳥獣被

害対策指導、愛川町有害鳥獣対策実施

隊による捕獲等の実施、有害鳥獣の捕

獲、愛川町鳥獣被害防止計画の策定、

愛川町ニホンザル管理事業実施計画及
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び愛川町ニホンジカ管理事業実施計画

の作成、関係機関調整 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

地域住民（町内耕作者含む） 農業被害防止対策の実施、鳥獣の出没状況及び

鳥獣被害情報の提供 

神奈川県環境農政局緑政部 

自然環境保全課野生生物グ

ループ 

被害状況集計、情報提供 

神奈川県環境農政局緑政部 

自然環境保全課平塚駐在事

務所（かながわ鳥獣被害対策

支援センター） 

対策提案、対策指導、技術支援、情報提供 

神奈川県県央地域県政総合

センター環境部環境調整課 

被害状況集計、情報提供 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

平成２７年１月に、職員隊員（町長が指名した職員）と一般隊員（各団体

推薦者等で町長が任命したもの）で実施隊を設置し、捕獲、被害防止策の

普及啓発等、町内の被害対策についての取り組み、緊急対応、町長が特に

必要と認めた業務を行う。 

 

規則の制定概要（施行日：平成２７年１月１日） 

（１）名称：愛川町有害鳥獣対策実施隊設置規則 

（２）職務 

①有害鳥獣の捕獲及び駆除に関すること。 

②有害鳥獣の被害防除措置に関すること。 

③被害発生地区の調査、巡回及び指導に関すること。 

④人的被害を及ぼすおそれがある場合等の緊急出動に関すること。 

⑤有害鳥獣の被害防止施策の推進に関すること。 

⑥その他町長が実施隊の職務として必要と認めた事項 

（３）隊員 

①町の職員のうち町長が指名する者 

②公益社団法人神奈川県猟友会愛甲郡支部の会員のうち支部長が推薦

する者であって、愛川町が実施する面接に合格した者 

③鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法

律第88号)第9条第8項に定める法人の職員であって、当該団体から推薦

された者 
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④狩猟免許を有し、かつ、被害防止施策の実施に積極的に取り組むこ

とが見込まれる者であって、愛川町が実施する面接に合格した者 

（４）隊員の任期・数・役職 

① 任期は１年 

② 職員隊員は町長が必要と認める人数 

③ 一般隊員は３０人以内 

④ 役職：隊長は環境経済部農政課長、副隊長は隊長が指名する隊員 

（５）隊員の身分 

①町職員以外の隊員は、非常勤職員とし、愛川町非常勤職員の報酬及

び費用弁償に関する条例により身分保障等をする。 

②報酬金額は、年額２１，０００円とする。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

地域による鳥獣被害防除対策を中心に町及び愛川町有害鳥獣対策協議会は

地域が自主的に行動しやすいよう支援体制を整え、広域的な対策が必要な

場合については、中心となって取りまとめていく。 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

鳥獣被害については、行政機関が中心となって対策を進めたとしても、地

域住民の協力が得られなければ、被害を軽減することはできないことから

、地域住民を中心とした対策に行政が協力していくという体制作りを目指

す。 

また、高齢化等により狩猟者が減少している状況を踏まえて、関係機関が

連携して後継者の確保に努める。 

 


